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令和４年度工事監査（八千代市立高津南保育園建設工事）の結果

に基づき又は当該監査の結果を参考として講じた措置の公表に

ついて  

 

令和４年１２月５日付け八監第３３５号により提出した令和４年度工事監査

（八千代市立高津南保育園建設工事）の結果に基づき又は当該監査の結果を参

考として講じた措置について，地方自治法第１９９条第１４項の規定により八

千代市長から通知がありましたので，当該通知に係る事項について次のとおり

公表します。  
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令和４年度工事監査結果（令和４年 12月５日付け八監第 335号） 

対象機関 区分 所見及び措置内容 

資産管理課 指摘事項 ア 工事現場に掲げる標識類について 

【所見】 

工事現場の現地調査を実施したところ，法令により義務付け

られている工事現場に掲示すべき標識類のうち，下請負人に対

する通知，緊急時連絡表及び作業主任者の氏名等の周知に関す

る標識が掲示されていなかったことから，適切に標識類が掲示

されるよう受注者に対して指導するとともに，工事現場の監督

を徹底されたい。 

 

【措置内容】 

  直ちに，受注者に対して，下請負人に対する通知，緊急時連絡表

及び作業主任者の氏名等の周知に関する標識を掲示するよう指導

し，標識を確認いたしました。今後も，適切に標識類が掲示される

よう指導し，工事現場の監督を徹底いたします。 

 

イ 作業計画書の作成について 

【所見】 

  車両系建設機械を用いて作業を行うときは，労働安全衛生規

則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 155 条第１項及び第２項の

規定により，車両系建設機械の種類や能力，運行経路，作業方法

を示した作業計画を定めなければならないとされている。 

  しかしながら，建築工事において，車両系建設機械が使用され

ていたにもかかわらず作業計画が定められていなかったことか

ら，手続に遺漏のないよう監督を徹底されたい。 

 

【措置内容】 

  今後，車両系建設機械を用いて作業を行うときは，作業計画書

の作成を指導し，車両系建設機械の種類や能力，運行経路，作業

方法の確認を行い，工事現場の監督を徹底いたします。 

 

要望事項 ア 工事写真の撮影方法について 

【所見】 

  工事報告書等の工事写真を確認したところ，写し込まれた白

板に撮影時期や撮影部位などの記載がない写真が散見された。 

  工事写真は，工事が設計図書どおりに実施されたことを示す

証拠としての役割を果たすものであり，問題が生じた際の原因

を特定するための記録にもなるため，その撮影時期等を明らか

にすることが重要である。 

  このことから，証拠書類としての役割を十分に果たすものと

なるよう撮影方法の改善に努められたい。 

 

【措置内容】 

  受注者に対して，撮影時期や撮影部位が確認できるよう指導

を行いました。今後，証拠書類としての役割を十分に果たす工事
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対象機関 区分 所見及び措置内容 

写真の作成に努めていきたい。 

 

イ 仕様書記載事項の遵守について 

【所見】 

  建築工事に係る木質工事特記仕様書の運搬・建方項目に記載

された事項の実施状況について確認したところ「輸送計画書」

「建方計画書」「施工時の安定性に対する検討書」「施工者自主

検査記録」の作成，提出及び「集積場の確認」が行われていなか

った。 

  当該特記仕様書は，市が工事施工における詳細な指示事項を

記載したものであることから，記載した事項が確実に実施され

るよう監理の徹底に努められたい。 

 

【措置内容】 

  今後は，仕様書記載事項の精査を行い，特記仕様書に記載した

事項が確実に実施されるよう監理の徹底に努めていきたい。 

 

ウ 工事現場の防火対策について 

【所見】 

  工事現場の現地調査を実施したところ，現場内に消火器が設

置されていなかった。 

  当該建築物件は木構造であり，仕上げ工事では可燃性の材料

を取り扱うため，消火器を設置するなど，工事現場の防火対策の

強化に努められたい。 

 

【措置内容】 

  直ちに，現場内に消火器を設置いたしました。火災の危険性が

ある工事現場では，消火器を設置するなど，防火対策の強化に努

めていきたい。 

 


